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催
物
の
後
援
・
推
薦
に
係
る
審
査
結
果
報
告
書

 

No
 

申
請
受
付
 

年
月
日
 

主
 
 
催
 
 
者
 

催
 
物
 
名
 

会
場
・
開
催
期
間
等
 

催
 
物
 
内
 
容
 
等
 

申
 
請
 

区
 
分
 

入
 
場
 
料
 
等
 

  
 許

可
年

月
日

 

 (
整
理
番
号
) 

参
照
ペ
ー
ジ
 

（
チ
ラ
シ

等
）
 

1 

令
和

4
年

6
月

23

日
 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
長
久
手
 

夏
休
み
イ
ベ
ン
ト
 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
長
久
手
 

令
和

4
年

8
月

6
日
(土

)～
令
和

4

年
8
月

31
日
(水

) 

夏
休
み
に
「
学
び
」
を
テ
ー
マ
に
イ
オ
ン
モ
ー
ル
長
久
手

の
近
隣
の
教
育
機
関
が
協
力
し
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に

様
々
な
勉
強
や
体
験
が
で
き
る
場
を
提
供
し
ま
す
。

 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
有
料
：
ワ
ク
ワ
ク
ロ

ボ
ッ
ト
展
 
～
20
00

円
 

令
和

4
年

7
月

12
日
 

（
4-
11
9-
30
）
 

P1
8 

2 
令
和

4
年

7
月

1
日
 

愛
知

県
特

別
支

援
教

育

推
進
連
盟
・
愛
知
県
特
別

支
援
教
育
研
究
協
議
会
・

名
古

屋
市

特
別

支
援

教

育
研
究
協
議
会
 

令
和
４
年
度
障
害
児
の
自
立
と
社
会
参

加
推
進
会
議
（
動
画
配
信
）
 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
 

令
和

4
年

8
月

26
日
(金

)～
令
和

4
年

9
月

23
日
(金

) 

障
害
児
に
対
す
る
社
会
一
般
の
理
解
や
協
力
を
深
め
る
と

と
も
に
、
障
害
児
の
自
立
と
社
会
参
加
の
推
進
を
図
る
学
校

教
育
の
一
層
の
振
興
を
促
す
。
 

後
援
 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

4
年

7
月

12
日
 

（
4-
13
2-
31
）
 

 

3 
令
和

4
年

7
月

4
日
 

株
式

会
社

テ
ニ

ス
ラ

ウ

ン
ジ
 

テ
ニ
ス
祭
り
 

テ
ニ
ス
ラ
ウ
ン
ジ
新
瀬
戸
駅
前
 

令
和

4
年

9
月

18
日
(日

)～
令
和

4
年

9
月

25
日
(日

) 

身
体
を
動
か
す
事
の
楽
し
さ
、
テ
ニ
ス
の
楽
し
さ
を
さ
ら

に
多
く
の
人
た
ち
に
広
め
て
健
康
で
明
る
く
生
き
が
い
の
あ

る
社
会
作
り
に
寄
与
す
る
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

4
年

7
月

12
日
 

（
4-
13
7-
32
）
 

P1
9 

4 
令
和

4
年

7
月

7
日
 

愛
知

県
小

中
学

校
音

楽

教
育

研
究

会
 

尾
張

教

育
研
究
会
 

令
和
４
年
度
 
愛
知
県
小
中
学
校
音
楽

教
育
研
究
大
会
（
愛
日
大
会
）
 

尾
張
旭
市
文
化
会
館

 
大
ホ
ー
ル

（
同
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
）
 

令
和

4
年

10
月

14
日
(金

) 

研
究
主
題
「
学
び
に
向
か
う
力
を
育
む
音
楽
の
修
業
を
目

指
し
て
～
共
創
～
」
 
音
や
音
楽
及
び
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
な
が
ら
、
主
体
的
、
協
働
的
に
音
楽

表
現
や
鑑
賞
を
す
る
楽
し
さ
を
体
験
さ
せ
、
自
己
の
学
び
を

ふ
り
返
り
、
次
の
学
び
へ
の
見
通
し
を
も
た
せ
る
こ
と
で
、

「
学
び
に
向
か
う
力
」
を
育
み
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
。
 

後
援
 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

4
年

7
月

13
日
 

（
4-
14
3-
33
）
 

 

5 

令
和

4
年

7
月

11

日
 

名
古
屋
法
務
局
、
愛
知
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
、

愛
知

人
権

啓
発

活
動

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
、
株

式
会
社
中
日
新
聞
社
（
予

定
）
 

第
５
０
回
人
権
を
理
解
す
る
作
品
コ
ン

ク
ー
ル
 

表
彰
式
及
び
展
示
会
：
名
鉄
百
貨
店

本
店
 

令
和

4
年

10
月

14
日
(金

)～
令
和

5
年

2
月

21
日
(火

) 

県
内
の
小
中
学
生
を
対
象
に
、
人
権
に
関
す
る
テ
ー
マ
で

ポ
ス
タ
ー
・
書
道
・
標
語
を
募
集
し
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
制

作
す
る
過
程
に
お
い
て
豊
か
な
人
権
感
覚
を
身
に
つ
け
て
も

ら
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

4
年

7
月

13
日
 

（
4-
14
7-
34
）
 

P2
0,
21
 

6 

令
和

4
年

7
月

13

日
 

書
道
研
究
 
飛
墨
会
 

第
４
１
回
 
飛
墨
会
書
展
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー

 
文
化
交

流
館

3
階
 

令
和

4
年

9
月

1
日
(木

)～
令
和

4

年
9
月

4
日
(日

) 

書
道
文
化
の
発
展
と
高
揚
、
並
び
に
瀬
戸
市
に
お
け
る
文

化
普
及
の
助
成
を
目
指
し
、
生
涯
学
習
の
推
進
に
役
立
つ
こ

と
を
主
旨
と
す
る
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

4
年

7
月

20
日
 

（
4-
15
2-
35
）
 

 

 

seto
テキストボックス
１



催
物
の
後
援
・
推
薦
に
係
る
実
績
報
告
書

 

 

No
 

報
告
受
付
 

年
月
日
 

報
告
 

区
分
 

主
 
 
催
 
 
者
 

（
申

請
者

）
 

催
 
物
 
名
 

会
場
・
開
催
期
間
等
 

催
物

の
実

績
等

 
後
援
・
推
薦
の
効
果
等
 

1 
令
和

4
年

7
月

4
日
 

後
援

(継
続
) 

瀬
戸
い
け
ば
な
協
会
 

理
事
長
 
山
田
 
𣳾
月
斎
 

20
22
 瀬

戸
い
け
ば
な
芸
術
展
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー
 
文
化
交

流
館
 
３
階
 

令
和

4
年

6
月

18
日
(土

)～
令

和
4
年

6
月

19
日
(日

) 

参
加
人
員
 7
4
人
 
 
 

入
場
人
員
 3
00

人
 

後
援
し
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
瀬
戸
い
け
ば
な
協
会
が
よ

り
向
上
す
る
た
め
、
ま
た
、
会
員
の
励
み
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

来
年
も
ま
た
多
く
の
方
々
が
作
品
を
見
に
来
て
く
だ
さ
る
よ

う
、
会
員
も
頑
張
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
来
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

2 
令
和

4
年

7
月

11
日
 

後
援

(継
続
) 

地
域
別
県
民
文
化
大
祭
典

20
21

中
央
実
行
委
員
会
、
私
学
を
よ

く
す
る
愛
知
父
母
懇
談
会
、
愛

知
県
高
校
生
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

実
行
委
員
会
、N
PO

法
人
ア
ス
ク

ネ
ッ
ト
、
愛
知
県
私
立
学
校
教

職
員
組
合
連
合
 

実
行
委
員
長
 
仲
井
 
真
司
 

地
域
別
県
民
文
化
大
祭
典

20
21
 

県
下

35
会
場
 

令
和

3
年

10
月

30
日
(土

)～
令

和
3
年

12
月

5
日
(日

) 

入
場
者
数
 約

１
万
５
千
人
 

例
年
よ
り
も
参
加
者
を
制
限
し
、
県
の
感
染
防
止
対
策
を
最

大
限
実
施
し
て
祭
典
に
臨
み
、
県
会
議
員

90
名
の
方
々
を
は

じ
め
、
地
域
の
皆
さ
ん
、
学
園
関
係
者
な
ど
の
方
々
の
登
壇
を

え
た
式
典
を
軸
に
、
総
計
約
１
万
５
千
人
の
参
加
で
成
功
を
お

さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

3 
令
和

4
年

7
月

11
日
 

後
援

(継
続
) 

瀬
戸
市
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
 

運
営
委
員
長
 
古
川
 
信
男
 

瀬
戸
市
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
 
第

３
４
回
定
期
演
奏
会
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー
 
文
化
ホ

ー
ル
 

令
和

4
年

6
月

5
日
(日

) 

参
加
人
員
 5
7
人
 
 
 

入
場
人
員
 4
04

人
 

当
演
奏
会
の
広
報
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
親
子

で
多
数
の
方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
、
演
奏
会
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
き
ま
し
た
。
 

4 
令
和

4
年

7
月

19
日
 

後
援

(継
続
) 

キ
ッ
ズ
マ
ネ
ー
ス
ク
ー
ル
あ
い

ち
親
子
ス
マ
イ
ル
校
 

河
部
 
真
吾
 

地
域
応
援
企
画
 
キ
ッ
ズ
マ
ネ

ー
ス
ク
ー
ル
 
は
た
ら
く
っ
て

な
ー
に
？
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ

こ
 

パ
ル
テ
ィ
せ
と
 
マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
ル
ー
ム
 

令
和

4
年

5
月

14
日
(土

)・
令
和

4
年

5
月

28
日
(土

) 

5/
14
 5
4
人
 
5/
28
 5
7
人
 

募
集
の
際
に
市
内
の
各
小
学
校
へ
チ
ラ
シ
を
配
布
頂
き
ま

し
た
が
、
名
義
を
頂
け
た
た
め
、
実
施
で
き
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。
 

※
「
参
加
人
員
」
…
主
催
者
を
除
く
事
業
へ
の
参
加
者
数
 
 
 
※
「
入
場
人
員
」
…
催
物
の
一
般
入
場
（
来
場
）
者
数

  

seto
テキストボックス
２



令
和
４
年
７
月
情
報
公
開
請
求
一
覧
(
教
育
政
策
課
分
)

N
o

請
求

年
月
日

請
求
区
分

請
求
内
容

決
定
通
知

年
月
日

開
示
区
分

開
示
文
書
名

担
当
部
署

備
考

　

○
開
示
し
な
い
こ
と
と
し
た
部
分

審
査
請
求
人
名

○
開
示
し
な
い
こ
と
と
し
た
理
由

個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
瀬
戸
市
情
報
公
開
条
例
第
７
条
第
２
号
に
該
当
す
る
た

め
。

一
部
開
示

弁
明
書
の
提
出
に
つ
い
て

教
育
政
策
課

瀬
学
教
第
4
8
8
号
の
一
部
開
示
決
定
に
対
し
、
審
査

請
求
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
件
に
つ
い
て
、
審
査
庁

（
教
育
政
策
課
）
か
ら
処
分
庁
（
学
校
教
育
課
）
へ
送

付
さ
れ
た
弁
明
書
の
提
出
に
関
す
る
文
書

（
い
つ
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
た
の
か
分
か
る

文
書
）

令
和
4
年

7
月
1
9
日

1
令
和
4
年

7
月
8
日

公
文
書

開
示
請
求

seto
テキストボックス
３



令
和
４
年
６
月
、
７
月
情
報
公
開
請
求
一
覧
（
学
校
教
育
課
分
）

N
o

請
求

年
月
日

請
求
区
分

請
求
内
容

決
定
通
知

年
月
日

開
示
区
分

開
示
文
書
名

担
当
部
署

備
考

1
令
和
4
年
6
月
2
0
日

公
文
書
開
示

請
求
書

令
和
４
年
度
６
月
校
長
会
会
議
録

令
和
4
年
6
月
2
8
日

開
示

令
和
４
年
度
　
６
月
校
長
会
議
結
果

学
校
教
育

課

2
令
和
4
年
6
月
2
7
日

公
文
書
開
示

請
求
書

「
2
0
2
2
.3
.2
4
公
文
書
一
部
開
示
決
定
（
3
瀬
学

教
第
2
7
8
2
号
＝
総
括
安
全
衛
生
委
員
会
関

係
）
に
関
す
る
質
問
書
に
つ
い
て
（
回
答
）
」
に

関
す
る
決
裁
文
書

令
和
4
年
7
月
5
日

一
部
開
示

「
2
0
2
2
.3
.2
4
公
文
書
一
部
開
示
決
定
（
3
瀬
学
教
第
2
7
8
2
号
＝
総

括
安
全
衛
生
委
員
会
関
係
）
に
関
す
る
質
問
書
に
つ
い
て
（
回

答
）
」
に
関
す
る
決
裁
文
書

学
校
教
育

課

開
示
し
な
い
こ
と
と
し
た
部
分

質
問
書
及
び
要
求
書
の
提
出
者
氏
名

開
示
し
な
い
こ
と
と
し
た
理
由
・
根
拠
規
定

個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
瀬
戸
市
情
報
公
開
条
例
第
７
条
第
２
号
に
該
当
す
る
た
め
。

3
令
和
4
年
6
月
2
7
日

公
文
書
開
示

請
求
書

学
校
管
理
規
則
第
1
9
条
の
2
の
定
め
に
関
す

る
2
0
2
1
年
度
各
小
中
学
校
教
職
員
の

①
す
べ
て
の
月
に
お
い
て
4
5
時
間
を
超
え
な

か
っ
た
教
職
員
の
人
数
が
分
か
る
文
書

②
1
年
に
つ
い
て
3
6
0
時
間
を
超
え
な
か
っ
た

教
職
員
の
人
数
が
分
か
る
文
書

令
和
4
年
7
月
2
1
日

不
開
示

学
校
教
育

課

決
定
の
内
容

請
求
に
係
る
公
文
書
が
不
存
在
の
た
め
開
示
で
き
な
い
。

不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
理
由

教
職
員
個
々
の
毎
月
の
在
校
時
間
記
録
や
学
校
単
位
で
月
別
の
集
計
表
は
あ
る
が
、
公
文

書
開
示
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
状
況
が
一
目
で
分
か
る
よ
う
な
集
計
を
行
っ
て
い
な
い

た
め
。

4
令
和
4
年
7
月
5
日

公
文
書
開
示

請
求
書

瀬
戸
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
教
育
基
本
法

第
1
5
条
第
2
項
違
反
の
事
実
に
つ
い
て
、
校

長
以
下
関
係
教
職
員
の
処
分
（
訓
告
処
分
、

注
意
処
分
、
厳
重
注
意
処
分
等
を
含
む
）
に

関
す
る
非
違
行
為
報
告
書
等
す
べ
て
の
文
書

令
和
4
年
7
月
1
9
日

不
開
示

学
校
教
育

課

決
定
の
内
容

請
求
に
係
る
公
文
書
が
不
存
在
の
た
め
開
示
で
き
な
い
。

不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
理
由

処
分
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
。

5
令
和
4
年
7
月
1
2
日

公
文
書
開
示

請
求
書

2
0
2
2
年
度
補
助
教
材
使
用
届
（
長
根
、
西
陵
）

令
和
4
年
7
月
2
1
日

開
示

補
助
教
材
に
つ
い
て
（
届
）

学
校
教
育

課

6
令
和
4
年
7
月
1
2
日

公
文
書
開
示

請
求
書

『
に
じ
の
丘
学
園
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
に
、
に
じ

の
丘
学
園
で
は
「
習
熟
度
別
」
「
課
題
別
」
学

習
を
行
う
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
。
２
０
２
１
年
度

に
お
い
て
、
５
、
６
年
生
で
実
施
さ
れ
た
「
習
熟

度
別
」
学
習
に
関
し
、
ど
の
教
科
の
ど
の
単
元

で
、
何
時
間
、
ど
の
よ
う
な
習
熟
度
を
設
定
し
、

行
っ
た
の
か
わ
か
る
文
書

令
和
4
年
7
月
2
5
日

不
開
示

学
校
教
育

課

決
定
の
内
容

請
求
に
係
る
公
文
書
が
不
存
在
の
た
め
開
示
で
き
な
い
。

不
意
開
示
情
報
に
該
当
す
る
理
由

習
熟
度
別
の
学
習
は
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
教
科
や
単
元
、
時
間
、
習
熟
度
設
定
の
分
か
る

文
書
を
作
成
し
て
い
な
い
た
め
。

7
令
和
4
年
7
月
1
2
日

公
文
書
開
示

請
求
書

6
月
2
7
日
臨
時
校
長
会
会
議
録

令
和
4
年
7
月
2
1
日

開
示

令
和
４
年
度
　
臨
時
校
長
会
議
結
果

学
校
教
育

課

8
令
和
4
年
7
月
1
4
日

公
文
書
開
示

請
求
書

效
範
小
学
校
の
2
0
2
2
年
度
の
「
経
営
方
針
」

「
重
点
努
力
目
標
」
が
分
か
る
文
書
（
職
員
会

議
提
出
文
書
）

令
和
4
年
7
月
2
2
日

不
開
示

学
校
教
育

課

決
定
の
内
容

請
求
に
係
る
公
文
書
が
不
存
在
の
た
め
開
示
で
き
な
い
。

不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
理
由

效
範
小
学
校
の
学
校
経
営
案
　
第
１
項
「
教
育
目
標
」
は
職
員
会
議
提
出
文
書
で
あ
る
が
、

「
経
営
方
針
」
「
重
点
努
力
目
標
」
が
分
か
る
状
態
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
。

seto
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令
和
4年

7月
請
願
に
つ
い
て

N
O

提
出

年
月
日

請
願
内
容

担
当
部
署

備
考

1
令
和
4
年

7
月
5
日

1
.
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く
審
査
請
求
に
対
し
、
真
摯
に
対
応
し
な
い
教
育
長
を
処
分
す
る
こ
と
。

学
校
教
育
課

seto
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物損事故の報告について 

事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び 

和解の内容 
備 考 

令和４年５月２４日水野中学校敷地

内において、用務員が草刈り作業中、

校門付近に設置された電話ボックス

に小石が当たり、当該電話ボックスが

損傷した物損事故 

瀬戸市は、相手方に対し、 

金４４，１９１円を支払 

う。 

専決処分 

令和４年 

７月１１日 

令和４年５月２５日陶原小学校敷地

内において、用務員が草刈り作業中、

相手方軽乗用自動車のフロントガラ

スに小石が当たり、当該車両が損傷し

た物損事故 

瀬戸市は、相手方に対し、 

金１１４，９０６円を支払 

う。 

専決処分 

令和４年 

７月１１日 
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４年第３０号議案 

   令和４年度瀬戸市教育委員会９月補正予算（案）について  

瀬戸市議会９月定例会に、みだしの議案を別紙の内容により提出するものと

する。 

  令和４年８月１８日提出 

 

                       瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

                       教育長 横 山  彰 

 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するに当たり、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定

に基づき、教育委員会の意見を聴取する必要があるからである。  
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令
和

４
年

度
　

瀬
戸

市
教

育
委

員
会

９
月

補
正

予
算

 （
案

） 
  

  
  

 
 
（

歳
 
 
出

）
（

単
位

：
千

円
）

金
額

1
0
款

3
目

9
7
,
6
8
7

1
2
,
6
0
0

1
1
0
,
2
8
7

1
4

工
事

請
負

費
1
2
,
6
0
0
小

学
校

（
７

校
）

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ス
ク

ー
ル

協
働

室
1
2
,
6
0
0

教
育

費
空

調
設

備
設

置
工

事

2
項

小
学

校
費

1
0
款

3
目

5
0
,
5
5
6

4
0
0

5
0
,
9
5
6

1
4

工
事

請
負

費
4
0
0
中

学
校

（
２

校
）

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ス
ク

ー
ル

協
働

室
4
0
0

教
育

費
空

調
設

備
設

置
工

事

3
項

中
学

校
費

1
0
款

2
目

2
4
,
2
4
6

8
,
2
0
0

3
2
,
4
4
6

1
4

工
事

請
負

費
2
0
0
特

別
支

援
学

校
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ス

ク
ー

ル
協

働
室

2
0
0

教
育

費
空

調
設

備
設

置
工

事

4
項

特
別
支
援
学
校
費

1
7

備
品

購
入

費
8
,
0
0
0
デ

ジ
タ

ル
田

園
都

市
国

家
構

想
推

進
事

業
8
,
0
0
0

大
型

提
示

装
置

教 育 政 策 課

補
正

前
額

学
校

施
設

費

学
校

建
設

費

節
説

 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

区
分

補
正

後
額

学
校

建
設

費

款
項

目
補

正
額

seto
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令
和
4年

度
　
瀬
戸
市
教
育
委
員
会
9月

補
正
予
算
（
案
）

 
 
（

歳
 
 
入

）
（

単
位

：
千

円
）

金
額

1
6
款

目
2
3
5

7
0

3
0
5

1
教

育
総

務
費

委
託

金
7
0

愛
知

県
委

託
金

7
0

県
支

出
金

教
育

費
委

託
金

3
項

委
託

金

 
 
（

歳
 
 
出

）
（

単
位

：
千

円
）

金
額

1
0
款

4
目

0
7
0

7
0

8
報

償
費

2
2

講
師

謝
金

2
2

教
育

費
教

育
指

導
費

1
1

需
用

費
3
8

消
耗

品
費

3
8

1
項

1
3
3
事

業
1
2

役
務

費
1
0

手
数

料
1
0

教
育

総
務

費
キ
ャ
リ
ア
ス
ク
ー
ル
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
推
進

1
0
款

４
目

2
7
,
5
0
7

2
5
,
5
5
7

5
3
,
0
6
4

1
0

需
用

費
1
,
4
1
8

学
校

図
書

室
「

ジ
ブ

リ
コ

ー
ナ

ー
」

設
置

（
図

書
）

1
,
4
1
8

教
育

費
教

育
指

導
費

1
3

使
用

料
及

び
賃

借
料

2
4
,
1
3
9

ジ
ブ

リ
パ

ー
ク

入
場

料
（

児
童

分
）

7
,
8
8
1

1
項

1
6
0
事

業
ジ

ブ
リ

パ
ー

ク
入

場
料

（
引

率
教

員
分

）
1
,
1
1
1

教
育

総
務

費
一

般
管

理
移

動
用

バ
ス

1
5
,
1
4
7

学 校 教 育 課

補
正

前
額

節
補

正
額

説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

区
分

款
項

目
補

正
後

額

学 校 教 育 課

説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

区
分

款
項

目
補

正
前

額
補

正
額

補
正

後
額

節

seto
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４年第３１号議案  

教育委員会に係る事務の管理及び執行状況についての点検  

及び評価並びにその公表について  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２６条の規定に基づき、「令和４年度瀬戸市教育委員会事務の管理及び

執行の状況の点検・評価報告書」を作成し、これを瀬戸市議会へ提出する

とともに公表するものとする。  

令和４年８月１８日提出 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

教育長  横山 彰  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、「令和４年度瀬戸市教育委員会事務の管理及び

執行の状況の点検・評価報告書」を公表するに当たり、教育委員会の議決

を求める必要があるからである。  
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４年第３２号議案 

   令和４年度瀬戸市教育委員会感謝状の贈呈者について 

瀬戸市教育委員会感謝状贈呈について、別紙のとおり贈呈者（案）を提出す

るものである。  

  令和４年８月１８日提出 

 

                      瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

教育長   横山 彰 

  

 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市教育委員会感謝状の贈呈を行うにあたり、そ

の受賞者の決定について、教育委員会の議決を求める必要があるからである。  
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令和４年度瀬戸市教育委員会感謝状贈呈について  

 

 瀬戸市教育委員会として、瀬戸市内の小中学校において、ボランティア活動等

を通じ子どもたちのためにご尽力いただいている個人や団体の方々に、日ごろの

活動に対して敬意を表するとともに感謝の意を伝えるため、「瀬戸市教育委員会感

謝状贈呈に関する取扱要綱」及び「瀬戸市教育委員会感謝状贈呈に伴う事務に関

する内規」に基づき、感謝状を贈呈するもの。  

 

記  

 

１  贈呈者及び贈呈団体（敬称略） （案）  

 

 

 

 

 

    

 

２  活動内容等    

次ページのとおり  

 

 

氏名及び団体名  推薦学校名等  

水南連区子供見守り隊（団体）  水南小学校  

原山小交通ボランティア（団体）  原山小学校  

seto
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令
和
４
年
度

 
瀬
戸
市
教
育
委
員
会
感
謝
状
贈
呈
者
（
案
）
一
覧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
敬
称
略
）

 

 

氏
名
・
団
体
名

 
推
薦
学
校
名

 
活

動
内

容
等

 

水
南
連
区
子
供
見
守
り
隊

 
水
南
小
学
校

 

長
年
、
本
校
児
童
の
安
全
な
登
下
校
の
た
め
に
、
危
険
が
予
想
さ
れ
る
場
所
で
自
主
的
に
見
守
り
活

動
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
特
に
小
金
町
の
あ
た
り
は
道
が
狭
く
、
通
勤
の
抜
け
道
に
も
な
っ
て

お
り
、
登
下
校
に
は
危
険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
条
件
の
場
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
事
故
と
な
っ

て
い
る
の
は
見
守
り
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
お
か
げ
で
あ
り
、
大
変
あ
り
が
た
い
活
動
で
あ
る
。
 

原
山
小
交
通
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
原
山
小
学
校

 

小
学
生
が
登
校
す
る
時
間
帯
に
、
交
通
量
の
多
い
県
道

2
0
9
号
線
の
交
差
点
で
、
子
ど
も
た
ち
の
安

全
な
横
断
の
た
め
、
交
通
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
歩
道
を
自
転
車
が
通
行
す
る
こ
と
も
多
く
、

信
号
待
ち
を
し
て
い
る
児
童
の
安
全
に
も
気
を
配
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
ま
た
、
交
通
安
全
だ
け
で

な
く
、
児
童
や
交
通
当
番
の
保
護
者
に
も
積
極
的
に
話
し
か
け
、
子
ど
も
た
ち
の
よ
き
相
談
役
、
保
護

者
の
地
域
交
流
の
機
会
に
も
な
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
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瀬戸市教育委員会感謝状贈呈に関する取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、瀬戸市内の小中学校において、ボランティア活動等を通じ、子ども

たちのために尽力いただいている方々に、日ごろの活動に対し敬意を表するとともに感

謝状を贈呈するため、必要な事項を定めるものとする。 

（表彰の対象者） 

第２条 感謝状贈呈の対象となる方は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 長年にわたり各種ボランティア活動等を通じ、瀬戸市の子どもたちのために貢献い

ただいた個人及び団体 

⑵ その他、特に表彰に値する活動等のあった個人及び団体 

（被表彰者の推薦） 

第３条 この要綱による表彰の被表彰者を推薦しようとするときは、推薦書（別記様式）

を教育委員会に提出するものとする。 

 （被表彰者の決定） 

第４条 被表彰者の決定は、第３条の推薦に基づき、教育委員会が決定する。ただし、教

育委員会が必要と認める場合は、直接選考することができる。 

（表彰の方法） 

第５条 表彰は、感謝状に記念品を添えて行うものとする。 

（表彰の時期） 

第６条 表彰は年一回行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、随時行うこと

ができる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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２ この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている申請書その

他の用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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瀬戸市教育委員会感謝状贈呈に伴う事務に関する内規 

 

 

 １．表彰の対象とする個人並びに団体は、各種ボランティア等として、概ね３年以上継

続して活動されていることとする。 

 

２．被表彰者の推薦は、個人推薦書（別記様式１）又は団体推薦書（別記様式２）のい

ずれか該当する推薦書を教育委員会に提出することとする。 

 

 ３．表彰は年度毎に３名までとし、年度当初の校長会において、各学校長へ候補者の推

薦を依頼するものとする。 

 

４．当該年度に被表彰候補者が４名以上あった場合は、事務局において贈呈順位を決定

し、次年度以降、順次贈呈していくこととする。 

 

 ５．表彰式は、原則、１１月に開催する「まるっとせとっ子フェスタ」の中で行うこと

とする。 

 

    附則 

  この内規は、平成２３年６月１日から適用する。 

附則 

 １ この内規は、令和３年４月１日から施行する。 

 ２ この内規の施行の際現に改正前の各内規の規定に基づいて作成されている推薦書は、 

改正後の内規の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 
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令和４年９月　定例教育委員会日程表

月日 曜日

9/1 木

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水

定例教育委員会事前打合せ 瀬戸市役所3階　301会議室 午後１時３０分～

定例教育委員会 瀬戸市役所4階　庁議室 午後２時～

9 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木
16 金

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

瀬戸市市制施行93周年記念式
典

瀬戸蔵　つばきホール 午前１０時～ 全委員

定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市役所3階　301会議室
瀬戸市役所4階　庁議室

辞令伝達式終了後（午前
９時３０分～）
午前１０時～

全委員

件　　　　　　　名

10月3日(月)

全委員8 木

10月1日(土)
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瀬戸市教育委員会８月定例会 

 

 議  案 

 第３３号議案 令和４年７月請願について         （学校教育課長） 

  

 



４年第３３号議案  

令和４年７月請願について  

令和４年７月に受理した請願書について、瀬戸市教育委員会会議規則第

１７条の規定に基づき、別紙のとおり提出する。 

令和４年８月１８日提出  

                    瀬戸市教育委員会 

                   教育長   横山  彰

  

（理 由） 

この案を提出するのは、請願の採否について、教育委員会の議決を求め

る必要があるためである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seto
長方形


